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社員総会の決議による解散の流れ

社員総会の開催

解散の決議

（清算人の選任、残余財産の帰属先の決定）

解散の登記

解散後２週間以内

解散届出書（手引Ｐ138）

登記事項証明書（解散及び清算人の登記）

残余財産の帰属手続

提出

法務局

清算人就職届出書（手引Ｐ139）

登記事項証明書（清算人の登記）

提出

（清算人の交替等があった場合）

所轄庁

届出書類の受理

清算人の就職後２か月以内

公告

債権者に対する債権請求の申し

出を行うべき旨の催告（手引Ｐ77）

官報販売所

清算の結了

破産手続き開始の申立

破産手続き開始の公告

（法人の財産が債務の完済に不足する場合）

官報販売所

裁判所

公告後２か月以上の一定の期間後

清算結了の登記

清算結了後２週間以内

清算結了届出書（手引Ｐ141）

登記事項証明書（清算結了の登記）

提出

法務局

残余財産の帰属先

届出書類の受理

届出書類の受理

※所轄庁や法務局において「解散」や「清算結了」の手続きを行った際には、税関系の届出も必要

です。（所轄庁等への手続きと税関系の届出は連動していませんので、別途手続きが必要です。）

国 税 ： 納税地の所轄税務署長へ「異動届出書」を提出してください。

県 税 ： 各地方局課税課へ「法人変更届」を提出してください。

市町税 ： 各市町の税務担当課が指定する様式で提出してください。


